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（目的） 

第１条 この規程は、岩見沢市の発注する建設工事及び工事に係る設計、測量、技術

資料作成及び地質調査の委託業務（以下「建設工事等」という。）に関して岩見沢

市契約規則（昭和４５年規則第４３号）第４４条に基づき部分払をすることについ

て必要な事項を定め、建設工事等の適正かつ円滑な執行に資することを目的とす

る。 

（部分払の対象） 

第２条 部分払の対象とする建設工事等については、次のとおりとする。 

１．契約期間９０日以上の建設工事等 

（部分払の回数） 

第３条 部分払をする回数については、次のとおりとし、契約書に回数を記載するも

のとする。 

１．契約期間９０日以上１８０日未満の建設工事等  １回以内 

２．契約期間１８０日以上の建設工事等   ２回以内 

（債務負担行為等に基づく契約の特例） 

第４条 第２条、第３条の規定は、債務負担行為及び継続費若しくは予算の都合（以

下債務負担行為等という）により２年度以上に亘る契約を締結した場合について

は、各会計年度に属する契約期間に応じて、各会計年度毎に適用し、契約約款に各

年度ごとの回数を記載する。ただし、この場合、契約年度に属する契約期間が９０

日未満のときは、第２条の規定にかかわらず、契約年度の部分払回数は１回とす

る。 

 

付 則 

１．この規程は、平成１１年８月１日から施行する。 
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２．土木部及び住宅下水道部所管に係わる建設工事及び委託業務の部分払いの回数に

ついて（昭和５４年４月１日施行）は廃止する。 

３．この規程の施行の日以前に土木部及び住宅下水道部所管に係わる建設工事及び委

託業務の部分払いの回数についての規程に基づき締結した契約については、なお従

前の例による。 

附 則（令和７年３月２６日改正） 

この規程は、令和７年４月１日から施行し、同日以後に入札の公告又は指名の通知

を行う建設工事等について適用する。 

 


